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第２ 津波避難行動指針の基本的な考え方 

１ 津波避難の基本方針 

津波避難では、時間と余力のある限り、安全な場所をめざすことが基本であり、何よ

りも最も安全かつ、早く避難できる目標の地点（避難目標地点）への最短コースを避難

することが重要です。 

避難目標地点に到達後も、周囲の状況を判断して、余力のある場合は津波が終息する

までの間、緊急避難場所・津波避難ビル・津波避難場所等、安全が確保できる場所への

避難行動を行うことが必要です。 

 

津波避難の心得 

 

１．想定にとらわれない 

  被害想定は安全を保障するものではありません。想定どおりの津波が来るとは限らないことを 

知ることが命を守る第一歩です。 

２．率先避難をしましょう 

   だれかが率先して避難することで、周辺の人も避難するようになり、多くの人が助かります。 

   率先して避難する意識を持ちましょう。 

３．あきらめずに避難しましょう 

   避難をあきらめたり、避難しないことで心配する人が避難をためらったり、助けに来たりして被

害にあってしまうかもしれません。他の人のためにもあきらめず避難しましょう。 

４．空振りをおそれない避難をしましょう 

   なにもなくて良かったと思えるような意識を持ち、危険がありそうな場合はしっかり避難ができ

るようにしましょう。 

５．命を守るために最善を尽くしましょう 

   なによりも命が大切です。命を守るために出来る限りのことを行いましょう。 
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２ 津波避難行動指針の策定方針 

津波避難行動指針の策定は『津波避難対策推進マニュアル検討会報告書 市町村におけ

る津波避難計画策定指針（総務省消防庁）』及び『愛知県市町村津波避難計画策定指針』

に準拠して行います。 

 

図４ 津波避難行動指針策定フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『津波避難対策推進マニュアル検討会報告書 市町村における津波避難計画策定指針』 

を基に作成 
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津波が陸上へ遡上する

ことにより住民の生命・

財産に被害がある

観光客、海水浴客、釣り人、

港湾事業者、漁業者等に対

する対策の検討

避難行動対象地域の指定

市が指定する

緊急避難場所がある

避難困難地域の抽出
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避難困難地域抽出

緊急避難場所等（津波避難ビル）の設定・指定

安全な避難路・

避難経路がある

避難路・避難経路の設定・指定

津波避難計画策定

地区別津波避難計画

（津波避難マップ）の作成・周知

訓練等による確認、見直しの実施

津波避難計画に定めるその他

の事項

①初動体制

②避難誘導等に従事する者の安

全確保

③津波情報の収集・伝達

④避難指示等の発令

⑤平常時の津波防災教育・啓発

⑥その他の留意点

津波避難対策の再検討

・地域ごとのワークショップ

などで、他に緊急避難場所
等がないかを検討

・津波避難施設等の設置の

検討

・避難行動要支援者の援助

も含めた避難の在り方に関

する検討


